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日本におけるフィランソロピー 1）

̶米国を中心とした国際的視点，歴史的視点， 
福祉の視点から見えてきた特徴と問題̶

大　　杉　　由　　香

は じ め に̶問題の所在̶

フィランソロピーを民間非営利の公益活動と
いう意味で使う場合（本稿における定義，以下，民
間非営利という表現を略して公益活動と記述する），
その特徴は（1）国家に絡め取られる部分（2）
市場に絡め取られる部分（3）ボランタリーに
中立的な部分に分けられるが，戦前日本では
（1）が強く，こうした活動は「公益国家独占主
義」2） を支えるものとして見なされていた．戦
後は国家責任の下で，福祉活動をはじめ，公益
活動は事実上国や自治体の補助なくして機能し
ない状況となり，阪神淡路大震災以降に脚光を
浴びたNPOですら，今や行政の下請化してい
る状態である．さらに後述するように，2000
年代に入ってから日本では公益活動の営利活動
化が次第に活発化し，市場に絡め取られる部分
も強く，公益活動の先行きは今のところ明るい
とは言えない．
このように日本においては，1990年代から

2000年代のブームを除けば，フィランソロ
ピーの存在感が薄いせいか，その定義に関して
もいささか混乱が見られる．フィランソロピー
に関しては，慈善事業，社会貢献等の翻訳があ
り，博愛主義的なイメージで語られることも多
いが，社会福祉史の研究者の間では，戦前日本
における財団等の福祉活動については慈善事業
あるいは社会事業の一部として見なすことが多
く，フィランソロピーという言い方は今でもあ
まりしない．つまりそれとは異なる社会的意味
や社会的目論見があるからこそ，米語がそのま

ま使われているとも考えられる訳で，その意味
や目論見については第1章で考察する．
日本においてフィランソロピーが学界や財界

等で広く知られるようになったのは90年代以
降であった．その際にフィランソロピーは，企
業の社会的責任の一環という形で学会やマスコ
ミでも唱えられたが，最近はあまりこの用語を
耳にしなくなった．しかし英国やドイツ等の外
国を対象とした研究に従事している者たちと議
論していると，フィランソロピーが一過性の現
象のように日本で扱われていること自体が奇異
に見えてくる．逆に言えば，何故こうした現象
が起きたのか，その問題に触れることは現代日
本の社会経済的特徴や問題点を明らかにするこ
とにつながるであろう．それと関連して言え
ば，企業フィランソロピーは社会的矛盾の解決
等に貢献し，私たちの生活改善に目に見えて効
果があったのか，また企業フィランソロピーの
みならず，NPO等を推進する市民活動家たち
が担う「市民公益活動」も含めた公益活動に未
来はあるのかにも焦点を当てる必要がある．こ
のテーマには現状分析の視点（第2章）と歴史的
視点（第3章）からそれぞれ検証する．
現状分析の視点では，日本のフィランソロ
ピーのあり方に多大な影響をもたらした米国の
フィランソロピー研究や活動をある程度念頭に
置きながら考察を行うが，これは今回の特集号
で米国が論文の形で取り上げられていないこと
も意識してのことである．無論，米国のみなら
ず，英国やスウェーデンと比較した日本の特徴
も多少挙げる予定である．
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さらに日本のフィランソロピーの社会的特質
を明らかにするには，国際的視点の他に歴史的
視点が重要である．フィランソロピーに関して
は，既に江戸時代や近代以降の歴史研究が進み
始めているが，戦前の話に留まることが多く，
戦後との関係や現実の政治・経済との関係が見
えにくい研究史的特徴があった．そこで本稿で
は，前近代と近代，戦前と戦後の連続性・断絶
性を明らかにしつつ，現代日本のフィランソロ
ピーが抱える問題を歴史的にも位置付けていき
たい．

1.　フィランソロピーという言葉が持つ問題

日本ではフィランソロピーという用語が多様
な意味で使われ，定義が明確でなく，そのこと
がフィランソロピーに関する議論の錯綜の一因
ともなっている．まずフィランソロピーは「人
間愛」と言われることが多いが，いわば博愛主
義に基づく資金や労力の寄付，こうした行動を
支える社会システム・思想も含むとされてい
る．3） そしてボランティア活動・メセナ（芸術文
化支援活動）・チャリティ（福祉を中心に展開される
公益活動）よりも大きな概念とする考え方もあ
る．4） 端的に言えば，日本のフィランソロピー
研究者がこの言葉を使う時，必ずしも企業・財
団の助成や社会貢献だけを指すとは限らず，か
なり広義に使っていることが判るが，問題は同
じフィランソロピーという言葉を使って，「市
民公益活動」におけるボランティア活動を指す
かと思えば，企業家による公共施設の寄付を指
すこともあるというように，適当な使い分けが
見られることで，5） 定義をめぐる議論は十分に
整理されているとは言えない状態にある．
しかし一般的な定義では，企業を中心とした

社会貢献と取られていることが多く，たとえ
ば，岩波書店の『広辞苑』第5版（1998年発行）

では「慈善．博愛．慈善活動．特に，企業の行
うものをいう」とあり，小学館の『大辞泉』も
ほぼ『広辞苑』と同じ内容となっている（http://

dic.yahoo.co.jp/，2012年1月8日現在）．付言すれ

ば，1995年初版の『大辞泉』にはフィランソロ
ピーは見当たらないし，興味深いのは，1980
年代に出版されたカタカナ語辞典や国語辞典4
冊を見ても，フィランソロピーは出てこないこ
とである．6） もっとも1994年初版の三省堂の
『官公庁のカタカナ語辞典』では，「慈善．博愛．
企業・民間人が行う社会貢献活動．公益活動．」
と書いてあり，その後に「この意味で，教育，
学術，芸術文化，福祉といった分野で，一種の
公共性をもち，商業ベースに乗りにくいもの
の，政府が直接供給するのは限界があるような
サービスについては企業が公益活動（フィランソ
ロピー）を通じて社会に提供していくことが重
要である．」と記されている．
以上の状況はフィランソロピーという言葉が

世間一般に定着するのが1990年代後半以降で
あることを反映しているが，他方で『官公庁の
カタカナ語辞典』を見てもある程度理解できる
ように，90年代前半頃には既に官公庁はフィ
ランソロピーに対し政府機能の不完全な部分の
補塡を期待していた．民間レベルでは1990年
に経団連の1％クラブが発足し，91年には会員
の殆どを企業が占める（社）日本フィランソロ
ピー協会が設立され，中道右派のオピニオン
リーダーたちもこうした状況と歩調を合わせる
かのように，企業フィランソロピーの重要性を
盛んに論文等で訴え始めた．7）

もっとも日本においてフィランソロピーが主
に企業の社会貢献を指すことが多いのは，上記
の官界や財界上層部の動きおよび思想的潮流だ
けでなく，財団や個人寄付と比べての資金規模
の大きさ，寄付税制のあり方も影響していると
思われる．また福祉を中心とした公益活動にお
いて，日本では実質行政機関が支配を及ぼす社
会福祉協議会や社会福祉法人が大きな力を持っ
ていたうえ，公益法人を設立するにしても許可
制で制限する傾向があったから尚更であった．
ただし専門家の中では最近，企業フィランソ

ロピーを含め，フィランソロピーそれ自体を取
り上げることが減少した．8） しかもここ近年，
フィランソロピーよりその社会的効果が利益に
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つながって比較的可視化されやすいソーシャ
ル・ビジネスが急速に台頭してきたこともあっ
て，上記の定義の曖昧さは事実上放置されたま
まになっている．
フィランソロピーという言葉が日本で使われ

る場合，実は慈善事業や社会貢献，チャリティ
と異なる意味合いがあることはあまり指摘され
ていない．ちなみに粟屋仁美「ホスピタリティ
人材管理へのフィランソロピーの活用」（『比治
山大学短期大学部紀要』42号，2007年，p. 64）は，
米国では，チャリティは貧窮者に救いを差し伸
べる行為であるのに対し，フィランソロピーは
福利・幸福・文化を促進することでコミュニ
ティの成員全員の質向上に幅広く関与する行為
というように，使い分けている実態を指摘して
いる．
米国でフィランソロピーが20世紀初頭以降

に興隆するのも，格差拡大が起きても小さな政
府がそれに殆ど関与しなかったため，ボランタ
リーな形での所得再分配をしなければ，機会均
等・実力主義といった米国人を一つに束ねてい
る社会的前提が崩壊しかねなかったからで，こ
こからは市場原理主義・自由主義経済を機能さ
せるための道具としてフィランソロピーが台頭
してきたことが窺われる．換言すれば，経済活
動に国家が介入し完全に統制する社会主義経済
下では，フィランソロピーの登場はありえず，
社会主義国家でないとしても，日本をはじめ，
「公益国家独占主義」が強い傾向がある国では
フィランソロピーは影の薄い存在であった．つ
まり1990年代に資本主義への対抗軸であった
社会主義の崩壊が明らかになり，その対極にあ
る自由主義経済が再度脚光を浴び，福祉国家へ
の対抗軸として新保守主義が台頭したことが日
本でフィランソロピーが注目される契機となっ
たのである．言うなれば，現代日本のフィラン
ソロピーには，米国からの反共思想や市場原理
主義，新保守主義が背後にあり，単なる社会の
安定・維持のための善意ある公益行動というの
とは違うのである．
日本でフィランソロピーという言葉が一般に

使われ始めた1990年代は，こうした影響から
国家のあり方が見直され始め，官の限界性が問
われた時期でもあった．ただ福祉分野では既に
1970年代以降に福祉国家の限界が問われ，そ
れに代わる福祉社会論も議論されていたが，明
るい展望は得られないままであった．そのよう
な中でNPOを中心とした「市民性」（民間にお
ける社会改革を求める志）の高い活動が耳目を集
めたのは当然であった訳で，阪神淡路大震災は
その状況を強めることになった．フィランソロ
ピーという言葉にはこうした活動への期待も包
含されていたと考えられる．
しかし1990年代から現在（2012年）に至るま

で，フィランソロピーは新しい社会を構築する
だけの力を持ちえなかった．その理由として今
瀬政司は「市民性」をいったん棚上げして「非
営利性」を重視したNPO法等の整備を進めて
いった結果，NPOから「市民性」が激減し，ボ
ランティアのいないNPOやサラリーマン化し
たNPOのスタッフの増加が見られ，NPOが企
業と同質化しつつあることを挙げている．9） 今
瀬の指摘は，何故2000年代に入ってフィラン
ソロピーが急速に注目されなくなり，ソーシャ
ル・ビジネスが2000年代後半頃から台頭し始
めたのか，その理由を的確に述べているように
見えるが，それなら「市民性」さえあれば，
フィランソロピーが発展し，かつ社会も良い方
向に変えることができるのか．次章ではその問
題にも切り込みたい．

2.　現代日本におけるフィランソロピーが 
孕む問題 
̶活動と思想の視点からの考察̶

日本においてフィランソロピーを検証する際
に興味深いのは，米国と比較してフィランソロ
ピーの活動規模が比較にならないほど小さいこ
とを批判する向きはあっても，その活動や思想
についての批判的検証は殆ど見ないことであ
る．これはフィランソロピーの現状分析研究者
たちの多くが元々フィランソロピー活動等に深
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く関わり，その社会的認知に向けて動いてきた
ためであろうが，フィランソロピー＝社会的善
と最初から思い込む姿勢は社会科学としては望
ましいものではない．したがって，本章では
フィランソロピー活動と思想の批判的検証を行
うが，その前にもう一つ指摘する必要があるの
は，CSR（企業の社会的責任）やソーシャル・ビ
ジネスが企業フィランソロピー活動自体を希薄
にしつつあることである．CSRそれ自体は社
会的に重要であるが，企業フィランソロピーを
CSRのひとつに取り込むことで，逆に今度は
フィランソロピー活動が単体で注目されにくく
なる恐れが出てきているのである．10） そして市
場による問題解決の傾向が強まれば，企業の非
営利活動である企業フィランソロピーは停滞す
ることも考えられよう．
ちなみに現在の企業フィランソロピーに関し

て言えば，1990年代と比較して活動規模は緩
やかに増大している．たとえば「2009年度　社
会貢献活動実績調査結果〔社会貢献活動支出と
社会貢献に関する制度の調査〕」（（社）日本経済
団体連合会社会貢献推進委員会1％クラブ，2010年10

月19日）によれば，調査に答えた企業全体の社
会貢献活動支出合計額は1,113億円（1990年度）

→1,533億円（2009年度，90年比1.4倍程度），1社
平均額は4億3,800万円（1990年度）→4億4,100
万円（2009年度，90年比1倍程度）であった．11） 新
しい公共として財界や学界から熱い視線を浴び
た割には，さほど増加したとは言えないが，そ
の背後にはソーシャル・ビジネスの台頭もさる
ことながら，グローバリゼーションによる規制
緩和と成果主義，それによる企業ボランティア
活動の停滞も背後にある．12） しかし企業フィラ
ンソロピーは継続性を持ってそれなりに展開さ
れており，それだけに活動内容やその背後にあ
る思想について批判的検証があらためて求めら
れると言えよう．そこで最初に，日本における
企業等のフィランソロピーが孕む問題を考察す
る．

（1）  　活動内容における問題点̶企業フィランソ
ロピーを中心に̶
阪神淡路大震災以降，ボランティア団体を統

括し，活動希望者にも団体の情報等を幅広く与
える中間支援組織の重要性が痛感され，結果と
して各都道府県や市区町村にNPOセンターや
ボランティアセンターが設立された．ところ
が，企業フィランソロピーに関しては，経団連
の1％クラブがそれに該当するが，中間支援組
織として企業とNPO，個人を結び付けるとい
うよりは，①国内外における緊急支援活動およ
び協力（ジャパン・プラットホームへの支援）
②情報提供③イベントの開催④九段坂病院での
ボランティア活動支援といった活動状況からも
窺われるように，このクラブ自体が一個の
NPOとして動いている状態である．つまりこ
のクラブはある活動について企業同士や企業・
NPOを連携させて手助けする役割を1990年代
には果たしていたようであるが，少なくとも
2004年以降の活動状況を見る限りでは，個別
企業の公益活動を大局的に見て，企業フィラン
ソロピー全体の需要と供給のバランスを取ると
いった役割を果たしているようには見えな
い．13）

ちなみに1％クラブの支援対象は社会貢献活
動のために拠出することに努力する企業・個人
とされ，助成財団は含まれていない．助成財団
の中間支援組織とも言えるのは（財）助成財団
センターであるが，同センターの調査によれ
ば，14） 財団による助成は企業と比べ小規模であ
るうえ（2008年度における742財団の助成事業費の

合計は599億円），1990年をピークに助成財団の
設立が減少し始め（91年62，2004年以降は一桁代

で推移），かつ助成事業費も1993年度以降減少
傾向が見られるといった状態で，企業フィラン
ソロピーよりはるかに深刻な状態にある．要す
るにバブル以降，財団を設立するだけの余裕が
企業・個人になくなったうえ，低金利で資産運
用による収益も期待できないことがここには反
映されている．日本では，少額の個人寄付を1
か所の財団に集め，財団がそれぞれの寄付者の
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趣旨にあった小口基金にして社会貢献に還元す
るといった，マンション型のコミュニティ財団
は，2012年現在でも大阪コミュニティ財団だ
けで，個人の小口資金がフィランソロピーに生
かされにくい特徴がある．その関連で考えれ
ば，財団以上に財政基盤が弱い「市民公益活
動」の先行きも明るいとは言えないであろ
う．15） 仮にこの活動が「市民性」が強く，先駆
的な活動をしていたとしても，経済的な側面か
ら見れば，社会的に大きな影響力は持ちにくい
のである．
財団も個人もフィランソロピーの担い手にな

りにくい状況下で，2000年代以降，フィラン
ソロピー活動はますます企業を中心にしたもの
になりつつある．とは言え，財団・企業が共通
して持つこうした活動の弱点は，多かれ少なか
れ政治的動向や景気に振り回されがちなことで
ある．現に歴史を振り返ると，米国でもマッ
カーシー旋風が吹き荒れた頃，アジア関連の財
団は政府から監視されて活動の自由を失いかけ
たし，16） 戦前日本でも大政翼賛会によってフィ
ランソロピー活動を行っていた組織の統合がな
され（後述の大日本国防婦人会の事例），斎藤報恩
会が戦時下において物価上昇が進んだにもかか
わらず研究補助金をむしろ減少させたこと
等，17） こうした脆弱性を表した事例は枚挙にい
とまがない．したがって富の最適な再分配の役
割をフィランソロピーに期待するのは無理難題
な話であろう．そのうえ企業フィランソロピー
は，個別・地域別の問題解決につながる場合は
あるにせよ，社会全体で見た場合，①政府が本
来国の方針として行うべき福祉や文化事業をそ
れぞれ個別に担う結果，フィランソロピーがで
きる企業がある地域とない地域では地域格差が
生じる②経済的変動等で本業に影響が出かねな
い場合はその事業を縮小または撤退することが
ありうる③企業が倒産した場合，その企業が
行っていたフィランソロピー事業に依存してい
た地域は急激に衰退する，といった問題が挙げ
られる．
仮に企業が地域社会のことを考えてフィラン

ソロピーを行ったとしても，住民と企業の間で
需要と供給のズレが生じているのが現状であ
る．先行研究でも，環境保全運動に関しては両
者の間で齟齬がないものの，福祉施設経営を期
待する住民が比較的多いのに対し，企業側では
そのような考えがない状況を明らかにしてお
り，18） 特に福祉関連分野では齟齬が見られる．
前掲の「社会貢献活動実績調査結果」でも，企
業の貢献分野で一貫して多いのは（1994～2009

年），健康・医学・スポーツ，学術・研究，教
育・社会教育，文化・芸術，環境，文化保全で
あって，現在の格差問題に貢献すると思われる
社会福祉や社会的包摂の分野は4～8％程度に
留まっていた．以上の点からしても，企業フィ
ランソロピーは社会的矛盾の解決にあまり貢献
していないと看取できる．
住民と企業の間に需要と供給のズレが生じる

のは，企業が他の地元企業と連携してフィラン
ソロピーを展開すると言うよりは，各企業が単
独で行うケースが多いこと，かつそれぞれの企
業がフィランソロピーについて活動の成果に関
する検証をあまりきちんと行っていないことも
要因であろう．19） さらに海外支社を持つ企業で
あればともかく，そうでない企業は，自社に参
考になりそうな海外のフィランソロピーが現実
にあったとしても，言葉の壁もあって積極的な
導入には至っていないし，逆にフィランソロ
ピーを海外に発信する発想も乏しく，国内・地
域に活動を限定しがちな点も留意すべきと思わ
れる．フィランソロピーに関する海外情報の導
入に企業が消極的であれば，これは企業フィラ
ンソロピーの国内的・地域的発展の点でもマイ
ナスになるに相違ないからである．端的に言え
ば，世界共通語の英語を母語とする英米とは情
報量の点でもハンディが見られ，その意味でも
日本の企業フィランソロピーは限界性を持って
いると推察できよう．現在のところ，企業フィ
ランソロピーが個人・財団のそれよりは有力と
はいえ，その活動の先行きは前途洋々と言うに
は程遠いのである．



経　済　学　論　集110

（2）  　現代日本におけるフィランソロピー思想の
問題点
日本のフィランソロピーは，活動自体は明ら

かに海外とのやり取りが少ないと思われるのに
対し，研究においては米国のフィランソロピー
を偏重する傾向が強い．だが現代日本のフィラ
ンソロピーの思想は単なる米国偏重だけでな
く，米国における研究成果を一層新保守主義の
都合の良い形にして導入したと言っても過言で
はない．
たとえば日本NPO学会でも強い影響力を持

つL. M. サラモンは，1995年にジョンズ・ホプ
キンス大学出版会からPartner in Public Service
を出版し，日本でも2007年にミネルヴァ書房
から江上哲監訳で『NPOと公共サービス̶政
府と民間のパートナーシップ̶』として出版さ
れた．ここで注目すべきなのは，1995年の段
階でサラモンが既にフィランソロピーが持つ4
つの問題点を指摘していた点である．4つの問
題点をかいつまんで言えば，①自発的な寄付行
為をシステムとする限り，社会が望ましいと考
える財源より少なくなるし，経済状況の悪化で
も財源は不足しがちであること（フィランソロ
ピーの不足）②ボランタリーな組織は特定の集団
に関心を集中させ，貧困者でも「援助を受ける
に値する人々」を支援対象として，それ以上に
問題を抱えている貧困者を排除する傾向がある
こと（フィランソロピーの専門主義とそこから生じる
排他性）③最大の財源を支配している者が支援
のあり方を規定してしまい，支援は権利でなく
慈善となること（フィランソロピーの父権主義）④
財源を寄付に依存しているがために専門的職員
を雇えず，ボランティアの善意に基づいて動き
がちである（フィランソロピーのアマチュア主義），
といった内容であった．20） ところが1990年代
の後半から2000年代にかけて，日本ではこう
した問題点には触れないフィランソロピー研究
が多く，事実，フィランソロピーを学ぶ者なら
必読書と言われた林雄二郎・今田忠編『フィラ
ンソロピーの思想　NPOとボランティア』（日
本経済評論社，1999年）等でもこれらの問題は不

問に付されたままであった．
ただ現状分析研究者たちの名誉のために言え

ば，彼らの中には，日本が手本とする米国の
フィランソロピーが企業のみならず，大規模な
財団等で支えられていることを認識し，かつ米
国で既にフィランソロピーがそれなりの問題を
抱えていることを教示する向きもあった．21） ま
た論文情報検索CiNiiによれば，2011年末まで
に米国のフィランソロピーに関する論文等は
77あったが，そのうち米国と企業の両方を取
り上げた論文等は14（18％程度）であって，企
業フィランソロピーに偏った米国紹介ではな
かった．ただし企業フィランソロピーの視点の
みで見ると，このテーマを取り上げていたの
は，フィランソロピーに関する論文全体240の
うち63あり（26％程度，14の米国研究を除く），日
本国内や僅かな外国の事例に焦点を当てる時，
現状分析研究者たちは米国を見る時と違って企
業フィランソロピーに比較的高い関心を寄せて
いたことが窺われる．
いずれにせよ，不思議なのは，従来からの日

本における慈善（社会）事業研究では，米国へ
の関心はさほど高いものではなかったにもかか
わらず，フィランソロピー研究では米国への関
心が異常なほど高い点である．恐らく今までの
慈善（社会）事業研究で米国が取り上げられた
にしても，研究の中でさほど大きなウェイトを
占めてこなかったのは，日本と米国では国の成
り立ちが異なることも影響していたと考えられ
る．政府には頼らず，あくまでも民間の営利組
織や非営利組織を利用し，あるいはこれらに参
加することで福祉等の生活問題を自主的に解決
するのを当然と見なす米国のあり方は，世界的
に見ても特殊であって，客観的に見た場合，
「公益国家独占主義」の日本にそのまま導入す
ることは難しい．むしろ封建制崩壊を経て資本
主義社会が展開する中で政府の役割が大きく求
められた欧州のあり方が参考になると考えられ
たからこそ，慈善（社会）事業研究をはじめ，
これまでの日本の福祉研究では英国を中心とし
た欧州研究が少なくなかったのだと考えられ
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る．
さらに米国では，国家でもなく私でもない，

中間の社会の自治が広く認められているのに対
し，日本では明治維新以来，国家が先にできて
その力で近代化を進めてきたがために，国民に
対して国家が伝統的に強い立場にあったことを
忘れる訳にはいかない．22） それに加え，国民レ
ベルからの国内改革・革命を歴史的に一度も経
験していない日本では，「市民」（政治的に声を
上げるだけの一定程度の経済的余裕もあり社会改革に

積極的な強い人間）が公益を担う発想は歴史的に
見て生まれにくいことも留意すべきである．ま
た封建制を経験し，宗教も世俗化した日本人
は，昔ほどではないにせよ，現在でも都市部を
離れれば，出自で人を評価する気質が残ってお
り，いわば所属する集団等を超えて，博愛主義
的に人に接する宗教的発想は米国人と比較して
希薄であることもある程度証明されてい
る．23） その観点からしても米国のフィランソロ
ピーが本来精神的根幹としている博愛主義的側
面は，日本では理解されにくいと言えよう．
他方，日本で公的福祉の拡充を求めることな

く，いわばそれを与件とする形で，フィランソ
ロピーを強調することは，憲法における国家の
救済責任放棄を認めることになりかねず，ただ
でさえ不十分な公的福祉の削減・質低下を容認
する結果となる．さらに問題は日本の場合，救
済される権利（生存権）が未だに根付かないま
ま，1980年代以降，民間での救済・支援が台
頭してきた点である．生活保護の捕捉率が諸外
国と比較して低いことは周知の通りで，日本で
は16.3％（2001年）に対し，ドイツ37％，英国
80％程度と言われているが，24） このことは本来
公的扶助を受ける権利がある者たちの多くが国
家の救済責任の外に置かれている状況を示して
いる．ところがサラモンが指摘するように，
フィランソロピーは最も救済されるべき者が対
象外にされる傾向があり，それを証明するかの
ように，内閣府HP（https://www.npo-homepage.

go.jp/）の「特定非営利活動法人の活動分野につ
いて」（2011年9月30日現在）でも，社会的排除

を受けた者が対象となると思われる「人権の擁
護又は平和の推進を図る運動」（16.1％）「職業
能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活
動」（21.5％）は，全体の37.6％程度に留まって
いる．社会的排除を受けた者をフィランソロ
ピーでは網羅できないことは明らかであろう．
だが市民活動から出てきた研究者たちにせ
よ，中道右派を中心とした保守系の現状分析研
究者たちにせよ，公的福祉が不十分な米国を手
本とする傾向が強いせいか，フィランソロピー
興隆を訴える前にこれらの問題を検証すること
は少ない．むしろ官頼みでない自立した「市民
社会」の構築を強く訴えるが，これでは弱者の
社会的排除の問題は解決できないのは言うまで
もない．換言すれば「市民」は声が上げられる
だけ強者であるから̶真の社会的弱者は声を上
げる術すら知らないことが多い̶，極論する
と，こうした強者が中心になる社会ではフィラ
ンソロピーさえ無用でソーシャル・ビジネスだ
けで良いということになりかねないのであ
る．25）

無論，非営利活動が次第にソーシャル・ビジ
ネスへと転換しつつある最近の傾向について，
前述のように今瀬政司をはじめ「市民性」の喪
失が根幹にあるとしている．しかし「市民性」
を民間から社会改革を強く求める性格として考
えた場合，それが社会的弱者を取り込まないも
のであれば，たとえ「市民性」のある活動でも
営利化していくことはありうるであろう．むし
ろボランタリー・セクターの一部が民間営利セ
クターに取り込まれ，行政の下請化しているの
は，官と私が強いために中間の公が両者に吸収
されやすく，独立した公が弱い日本の歴史的・
社会的構造を反映しているに過ぎない．つまり
最近のこのような転換は，一見，NPO法の成
立に見られるような「非営利活動」を優先させ
たがための「市民性」の喪失が原因に見えるも
のの，実は根強い日本の構造的問題であって，
「市民」や「市民社会」，「市民性」という意識が
識者たちの間で浮上するはるか以前，戦前から
続く問題なのである．それだけに現状分析研究
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者たちは，公の拡大を「市民」やNPO，フィラ
ンソロピーという視点だけでなく，従来の歴史
ある近隣組織（町内会等）とこれらを連携させる
方法を考察すべきであるが，こうした組織との
連携に目を向けた研究は少数である．26） 
内閣府大臣官房政府広報室「社会意識に関す
る世論調査」によれば，27） 「国や社会のことに
もっと目を向けるべきだ」という意見が2010
年度に56.6％，「個人生活の充実をもっと重視
すべきだ」が32.5％となり，これは2000年度
と比べた場合，それぞれ9.1％増，1.1％増で
あった．この結果はここ10年で人々の意識が
社会に向き始めていることを示している．だが
総務省統計局が明らかにした「社会生活基本調
査」によれば，28） 2006年のボランティア活動の
行動者数は2,972.2万人，行動者率は26.2％で
2001年より2.7％低下し，伸び悩みが見られ
た．これは社会貢献への参加を希望する者がい
てもその思いを「市民活動家」たちが十分汲み
取れていないとも読み取れよう．実際に東日本
大震災でもボランティア活動に従事したい者
は，事実上官の管理下にある社会福祉協議会に
行くことが多かったこともあり，個人ボラン
ティアの調整はこれらの組織が担い，NPO関
係者のネットワークは団体による支援活動の調
整に留まっていた．29）

日本人は官と密接な関係を持たない民間の非
営利活動に対して，割合冷やかに見ており，内
閣府大臣官房政府広報室「NPOに関する世論
調査」（2005年8月調査）でも，30） NPO法人につ
いて信頼できる印象があるかという問いに関し
て，「信頼できる」としたのが30.6％，「どちら
ともいえない」が40.7％，「信頼できない」が
15.7％であった．付言すると，同調査では参加
するNPOを選ぶ際に重視する点も調べている
が，「行政と協力して活動を行っていること」
（21.4％）が3番目に挙げられていた．以上の結
果からは，「市民公益活動」は社会でさほど高
い信頼は得ていないこと，かつこうした活動は
行政との連携があった方が信頼されることが判
る．

また「社会意識に関する世論調査」では，今
後の公共サービスのあり方を調査しているもの
の，できるものからNPO・ボランティア団体
を活用するとしたのは2010年現在65％で，こ
れは2007年度の65.2％とさほど変わらない数
値であった．31） ところが同様に民間企業を活用
するとしたのは2010年度74.9％で，2007年度
の70.4％より4.5％増加していた．特に民間企
業への信頼は40歳代から60歳代で高くなって
おり，民間企業を活用することに対して「そう
思う」と積極的に答えた者がこの層で10％程度
増加したことは注目に値する．と言うのは，こ
の層は福祉関連のニーズが高いと思われるから
で，こうした動向も恐らく現在における非営利
活動の営利化に拍車をかけていると考えられ
る．この結果は，「市民性」を喪失したNPOへ
の信頼喪失というよりは，消費者のみをマーケ
ティングすれば良い機動性のある企業の方が，
複雑なマーケティングと経営が本来必要な
NPOと比較して柔軟な動きを見せている表れ
と言えよう．ただ以上のようなNPOへの信頼
度の低さ，企業と比較しての「敗北」は，ボラ
ンタリー・セクターの衰退に拍車をかけ，長期
的には企業フィランソロピーにも悪影響が出る
ことが考えられる．
このように現代日本では「市民公益活動」の

力が経済的にも社会的にも弱く，思想的にも矛
盾を孕んでいる訳で，それ故にフィランソロ
ピーはとどのつまり企業を軸に考えざるをえな
いのが実情である．だが企業に軸足を移して
フィランソロピーを考察するようになった結
果，日本のフィランソロピーの思想はいくつか
の限界に突き当たることになった．そのひとつ
がジェンダー視点の希薄さである．これは企業
フィランソロピー研究において，①企業の意思
決定のあり方に焦点が置かれること（イニシャ
ティブを取ったのは何処の担当部署か，あるい
は会長・社長か，担当役員か等）②保守派と見
られる研究者たちが現状分析を担っていること
が影響していると思われる．ジェンダー視点の
ないフィランソロピー研究は，フィランソロ
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ピーの活動の幅を広げる際に，何らかの形で社
会的限界をもたらすであろう．
そして企業を軸とした活動のみに注目してい

ると欠落しがちな視点のひとつに宗教が挙げら
れる．宗教の世俗化については前述した通りで
あるが，その傾向に拍車がかかったのは戦後で
あった．いずれにせよ，宗教的視点を喪失した
ことで日本のフィランソロピーは，博愛主義的
な側面を希薄にし，一層市場原理主義や新保守
主義，福祉社会論に取り込まれ，その片棒を担
ぐことになったと考えられる．だがこのように
政治や経済による圧力にフィランソロピーが弱
かったことは，現代に始まったことではなく，
本章でも少し触れたが実は戦前からの話であっ
た．そこで次章では歴史的視点から日本のフィ
ランソロピーの特徴を探り，何処が現在の問題
とつながっているのかを考察していきたい．

3.　日本におけるフィランソロピーの 
歴史的特徴

（1）  　戦前日本の篤志家たちによる慈善（社会）
事業̶近代以降を中心に̶

①前近代と近代の連続性・断絶性
日本においてフィランソロピーの歴史が語ら

れる時，必ずと言って良いほど，江戸時代の石
門心学（儒教や仏教，日本古来の神道の影響を受け
た道徳哲学）や儒教が語られ，それらを学んだ渋
沢栄一をはじめとする企業家たちの活動は云々
というように，前近代と近代を連続的に見るこ
とは割合多い．精神面だけでなく，報恩社や秋
田感恩講のように，江戸時代からの地縁を軸と
した団体が引き続き近代において救済等の活動
を継続していた点でも連続性を看取することは
可能であろう．
しかし前近代と近代では国家のあり方が大き

く変わり，近代は中央集権的な国民国家が形成
されていく時代であった点で決定的に異なる．
日本でも近代以降，近隣地域・地方を超えて，
中央集権的なシステムを前提とした救済が博愛
社（後の日本赤十字社）を中心に展開される等，

前近代には見られない全国性を帯びた形での救
済が見られた．
前近代における救済は，藩同士が助け合うこ

とはあったとはいえ，基本は各藩・村単位でそ
れぞれ個別に行っていたために，天災が起きて
藩や村で甚大な被害が出た場合，名望家による
救済も含めかなり限界があり，飢饉の度に万単
位の死者を出していたことは周知の通りであ
る．その点，近代以降は中央集権的にヒト・モ
ノ・カネの動きを自由にするために法整備が行
われ，救済資源も全国から調達することができ
るようになったため，天災時の救済負担が名望
家のみにのしかかる問題は軽減された．つまり
代々にわたって名望家による救済が続いていて
も，救済を取り巻く社会経済的状況には大きな
変化があり，その意味でも前近代と近代には大
きな断絶がある．
農村内部を見ても前近代と近代では大きな変

化があった．近代においては，地主による小作
人救済はあったものの，地租改正によって土地
の絶対的所有権が定められ，質地慣行が認めら
れなくなったから，地主と小作人の間は江戸時
代の名主と百姓の関係よりもある意味シビアで
経済的な関係となった．要するに近世の名望家
による百姓の救済は，村の維持のためといった
意識が強かったのに対し，明治以降の地主の場
合，村の維持といった側面はあったにせよ，自
家の小作料確保の視点が強くなった救済とも言
えた．したがって地縁的救済自体が前近代から
続いていたとしても，その背後にある地主と小
作人の意識は，前近代と近代では異なると見た
方が自然である．実際，秋田感恩講の事例で見
ると，1871年に講所有の知行が一旦官没され，
国の理解を得て1871年当時の財産に戻すまで
10年かかったが，その数年後の1884年，今度
は講の寄付者たちが講の財産について共有権を
主張する訴訟を起こした．この訴えは翌年秋田
始審裁判所で却下されたが，こうした訴訟は地
主である寄付者たちが公益を私益化しようとし
た動きとも言える訳で，私的所有権の意識が強
まった表れであった．32） 
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そして地縁のあり方も変化する中で，近代に
は前近代にはなかった血縁・地縁を超えた救済
の考え方やそれに基づく組織も外国から入って
きた．救世軍をはじめとしたキリスト教団体に
よる社会救済は20世紀初頭には無視できない
存在となったし，33） 米国のフィランソロピーの
影響を受けた財団設立も明らかに前近代には考
えられないものであった．言うなれば，地縁組
織の財団化もさることながら，34） 地縁と離れた
形で創設された助成財団が公益活動を展開して
いく有様はまさに近代を象徴するものであっ
た．故に次はその展開について触れたい．

②助成財団等による慈善（社会）事業
助成財団の活動を長期的かつ統計的に追跡し

た先行研究は意外と少なく，活動全体が戦前・
戦後にわたってどのように変化してきたかを知
るのは難しいが，とは言え，勝又英子「日本の
組織的フィランソロピーとアメリカへの関
与」35）は，助成財団の設立を基本財産の出資者
別および年代別に分けた表と助成財団の活動分
野を年代別に分けた表を示している（第1表・第

2表）．助成財団研究において長期統計の視点を
示したことは画期的であったが，残念ながら勝
又は表を示しただけで，その詳細に関する分析
を行っていない．したがってここでは勝又が示
した数値を分析し，戦前の特徴を看取すること
にする．
第1表によれば，1890～1945年の間に設立
された助成財団数と基本財産の出資者の詳細

第1表　年代毎の助成財団数と基本財産出資者

実業人 企業 複数企業
個人・ 
篤志家

複数人 
（複合）

学者 団体
国・ 
自治体

外国 不明 計

1890～1910年 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 4
1911～1920年 1 1 0 2 2 0 0 2 0 0 8
1921～1930年 5 2 1 3 1 0 0 1 2 1 16
1931～1945年 6 7 1 2 1 3 0 2 0 2 24

1946～1950年 4 2 0 3 3 0 0 1 0 4 17
1951～1955年 3 10 1 0 4 0 0 3 1 0 22
1956～1960年 10 5 2 2 5 2 1 3 2 1 33
1961～1965年 7 15 1 3 11 0 3 0 0 2 42
1966～1970年 11 13 1 5 8 0 1 5 1 1 46
1971～1975年 18 23 5 6 4 0 4 11 0 4 75
計 66 78 12 27 40 5 9 29 6 15 287

（資料）勝又英子「日本の組織的フィランソロピーとアメリカへの関与」山本正編『戦後日米関係とフィランソロピー̶民間財団が果たした役割1945～
1975年』ミネルヴァ書房，2008年，p. 295より引用．

第2表　年代毎の助成財団設立数と活動分野

財団数 奨学事業 社会福祉 文化・教育 研究 医療 地域・公共 国際 環境 その他

1890～1910年 4 2 2 1 0 0 0 0 0 1
1911～1920年 8 2 3 1 1 1 0 0 0 1
1921～1930年 16 5 2 3 4 1 1 0 0 2
1931～1945年 24 5 4 2 9 2 0 0 0 2

1946～1950年 17 3 2 2 4 1 2 1 1 1
1951～1955年 22 9 4 2 3 2 4 1 0 4
1956～1960年 33 11 1 4 14 2 0 3 0 0
1961～1965年 42 12 6 3 13 2 2 3 1 4
1966～1970年 46 13 9 7 11 7 1 1 0 3
1971～1975年 75 12 13 12 15 8 6 3 6 6
計 287 74 46 37 74 26 16 12 8 24

（資料）第1表と同じ，p. 296より引用．
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は，実業人13，企業10，複数企業2，個人・
篤志家8，複数人5，学者3，団体0，国・自治
体6， 外国2， 不明3であった．これをさらに大
まかに整理すると，個人設立29，企業設立12，
国・自治体6の順になるが，特徴的なのは，企
業による財団設立は1931～45年に比較的集中
していることである（8件，企業財団の3分の2）．
個人による財団設立が同時期に12件であった
ことを考えれば（個人設立財団の4割程度），企業
の財団設立は経済格差の拡大と企業への不満に
対応するための防備策といった特徴が強かった
ことは明らかである．実際，1921～30年にお
ける財団設立は個人設立9件に対し，企業設立
3件で，企業レベルの社会問題への対応は個人
のそれより後手に回る傾向があった．その関連
で言えば，個人設立の財団の中でも，企業家に
よるものは1921年以降急増する傾向があり
（1890～1910年1件，1911～20年1件，1921～30年5

件，1931～45年6件），その点では企業家でない
個人（個人・篤志家＋複数人）によるものがさほど
数値的変化を見せなかったのとは対照的であっ
た（1890～1910年2件，1911～1920年4件，1921～

30年4件，1931～45年3件）．企業家個人は企業よ
りも財団設立に向けた動きが早かったとはい
え，篤志家たちと比べればその動きは遅く，
1920年代以降活発化した訳で，その背後には
労働運動等の興隆も影響したと考えられる．
次に第2表であるが，ここで示された数値を

戦前と戦後（1946～75年）で分けて挙げると（括
弧内は戦後設置された財団の活動分野数），奨学事
業16（60），社会福祉11（35），文化・教育7
（30），研究13（61），医療4（22），地域・公共1
（15），国際0（12），環境0（8），その他6（18）と
なっている．戦前と戦後といった視点でこれら
を比較すると，1. 活動分野全体において奨学
事業（25％→25％）と研究（23％→23％），文化・
教育（12％→12％）のウェイトは戦前戦後殆ど変
わらず，教育研究関連活動が6割近くを占めて
いたこと2. 戦前において社会福祉関連のウェ
イトは2割程度で全体の中で無視できない割合
ではあるが，教育研究関連と比べマイナーな活

動であったこと3.2.に加え，戦後，社会福祉関
連は全体におけるウェイトを下げたこと（20％

→13％）4. 戦後に増加した地域・公共や国際，
環境といった分野は戦前殆ど助成対象に考えら
れていなかったことが浮かび上がる．恐らく戦
後に社会福祉関連分野のウェイトが下がったの
は，後述する日本国憲法89条の「公私分離」の
原則が影響して，福祉関連事業の団体が公的性
格の強い社会福祉法人へと転換するケースが多
かったためであろう．
さらに細かく活動分野を時期別にみると，助

成財団が力を入れる分野に変化が出てきたこと
が看取できる．たとえば，助成財団自体が僅少
で，企業家でない個人の設立が多かった1890
～1920年までは教育関係（奨学事業＋文化・教
育）のみならず福祉分野の割合が高く（1890～
1910年2件・活動分野全体の33％，1911～1920年3

件・34％），研究の割合はそれほどでもなかった
が（1890～1910年0, 1911～1920年1件・11％），企
業家による財団設立が活発化した1921年以降
は社会福祉の分野が占める割合が下がった一方
（1921～30年 2件・11％，1931～45年 4件・17％），
研究の割合が急増し（1921～30年4件・22％，

1931～45年9件・33％），特にそれが1930年代以
降顕著化する傾向を見せていた．
以上の歴史的経緯は，地域名望家が基金の主

たる出資者であった助成財団設立初期には，貧
困関連問題への取組および教育機会の増加に熱
心であったものの，1920年代以降，企業家や
企業による財団設立が増えると，教育はともか
く，福祉関連が後退し，研究分野への助成が急
増したことを示している．この現象は1890～
1920年頃まで福祉関連事業は篤志家が銘々で
慈善事業の形で行うことが少なくなかったのに
対し，1920年代以降は行政の影響力が強い社
会事業が増えたことも反映していよう．36） 
土肥寿員の研究によれば，37） 2000年時点で
活動していた公益法人（現在の特例民法法人）の
中で明治年間に設立されたものは81, そのうち
60が報徳社であった．いわば明治期は地縁組
織から公益法人に発展したケースが多数あった
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訳で，こうした組織の特徴故に福祉関連事業に
も関心が高かったのかも知れない．また初期に
福祉関連のウェイトが高かったのは，地縁との
関係もさることながら，済生会をはじめ，皇室
からの下賜金に基づき設立された恩賜型財団の
影響もあると考えられる．裏返せば，福祉関連
事業では慈善事業の段階から半官半民的特徴が
散見されたのである．福祉関連財団は渋沢栄一
が強調していた「官尊民卑の打破」からは程遠
く，「公益国家独占主義」の一端を担っていた
と言って良い．
ただ大正期に入ると，地縁的な財団以外にキ

リスト教や米国のフィランソロピーの影響を受
けた企業家の設立による財団が誕生し，その典
型的事例は1914年に森村市左衛門によって創
設された森村豊明会や1921年に根津嘉一郎が
設立した根津育英会であった（渋沢栄一は多くの
財団設立・経営に関わったが，自分個人の設立財団は

持たなかった）．企業家設立による個々の財団に
関しては既に先行研究が詳細を明らかにしてい
るのでここでは触れないが，特徴的なのは，渋
沢が儒教の影響を受け，森村も儒学者でもあっ
た大塩平八郎を尊敬していたことに象徴される
ように，38） 彼らの篤志家的行動には外国の影響
もさることながら，儒教の考え方が根底にあっ
たことであった．
地縁組織から転換した財団と同様，恐らく企

業家による財団の活動が教育・研究に力を入れ
ていたのは，国家的・経済的見地から見て人材
養成や新製品の開発が必要であったこともある
が，その一方，儒教で強調される徳性の中に智
（学問に励むこと）が存在していたことも影響し
ていたのではないかと思われる．ちなみに儒教
の考え方は，江戸時代において中期から後半に
なると，弱者への視線が冷たく差別的になる傾
向があり，海保青陵はその代表的人物であった
が，39） それを考えると，こうした儒教の影響を
受けた企業家たちが教育・研究の助成を優先
し，福祉関連の助成事業に相対的に消極的で
あったのも頷けるところがある．企業家たちは
教育・社会改良には関心を寄せ，将来の社会の

担い手を育てようとはしたが，障がい者等の社
会的弱者は対象外になりがちであった．米国で
もフィランソロピーは最も支援が必要な者を対
象外にしてしまう傾向があるとサラモンは語っ
たが，同様の傾向は戦前日本，特に企業家およ
び企業による財団活動で見られたのである．確
かに戦前の有力な助成財団のひとつで，研究助
成に大きな力があった原田積善会でも，社会事
業関係には恩賜財団慶福会に多大な援助を行っ
たとはいえ，当初目的としていた，元々は中産
階級に属していたものの病気等で貧窮に陥った
者への救済は活動初期に行った程度で，関東大
震災以降は衰退してしまった．40） 付言すると，
戦前，福祉関連事業に割合熱心だったのは，個
人・篤志家が結成した団体以外では宗教関係団
体であった．41） 
なお，1930年代に入ると，助成財団は研究
助成のウェイトを高めたが，これには戦時下に
おける国家主義の強化も影響しており，1943
年の大倉精神文化研究所の創設はその一例と言
えた．換言すれば，財団活動は戦前でも社会全
体の矛盾や問題を抜本的に変える力を持ってお
らず，企業家や企業の防備策程度に思われてい
た節があったのである．

③篤志家たちの特徴から見えてくる戦前日本の
社会的特徴
以上の話から財団設立等の公益活動に力を入

れた篤志家たちの全体像を捉えると，1. 社会
的地位が高い男性が多い2. 公益活動に尽力す
ることが国家発展につながるといった「公益国
家独占主義」に同調する動きが強く，皇室を軸
とした家父長制的家族主義を肯定する意識も強
固であった3.2.からも明らかなように政治的圧
力に弱い4. 財団設立等について自分たちに寄
せられる社会的不満のガス抜きとして考えてい
た節がある5. 福祉問題よりは教育・研究への
取組に熱心，といった特徴が浮かび上がる．つ
まりここから篤志家たちは対症療法的に社会改
良を重ねることには賛同を示しても，経済格差
や社会的差別等をなくしていわば社会を抜本的
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に変えようとする意志も力もなかったと言える
訳で，これは公益活動の社会的限界を表してい
た．
政治的圧力に弱いことにも象徴されるよう
に，戦前日本の場合，政府の機能不全（税によ
る所得の再分配があまり機能しない等）を補うもの
として，長いこと慈善（社会）事業が注目され
ていた．その意味では英国のように，当初社会
における資金がボランタリーな形で再分配され
たものの，それだけでは社会問題が解決しなく
なったために，国家が法制的な再分配を実施し
たのとは対照的であった．
戦前日本の公益活動の社会的限界は政治的圧

力の点のみならず，ジェンダーの点でも明確で
あった．スウェーデンではフィランソロピー活
動が女性解放につながった側面があったのに対
し，日本では，赤十字活動や愛国婦人会の活
動，その他の社会事業にしても，大山捨松や石
井筆子，九条武子というように上流婦人に留ま
る傾向が昭和初期まで強かった．ただし1932
年に大日本国防婦人会が結成されて以降，一般
女性たちも公益活動に従事したが，1940年に
隣組が配給業務を担うようになって国民生活に
入り込むと，愛国婦人会も国防婦人会も力を失
い，1941年6月には政府関係者が「婦人よ，家
庭に帰れ」と言い出して，一般女性の公益活動
は抑制されてしまった．42） これは戦後日本にお
けるフィランソロピーが男性中心に進められる
一因ともなったと考えられ，フィランソロピー
の可能性を狭めてしまったとも言えるのであ
る．

④社会的連帯と慈善事業・社会事業 43）

̶戦前日本における慈善事業・社会事業をフィ
ランソロピーと呼んで良いのか？̶
現在私たちは，財団等による助成・援助をは

じめとした戦前の慈善（社会）事業をフィラン
ソロピーと呼ぶことがある．しかし現実の戦前
日本においては，権威主義的差別を軸とした人
間関係が広くはびこっていたため，上下関係が
強い援助の意識はあっても，人間が同等の権利

を持つことを前提とした本来のフィランソロ
ピーの思想への理解は極めて希薄であった．こ
れは戦前と戦後の決定的断絶面と言っても良
く，その点から考えれば，戦前日本における慈
善（社会）事業をフィランソロピーと呼ぶのは
問題と考えられる．もっとも第1次世界大戦後
の社会事業の時代になると，援助する側とされ
る側の上下関係的な発想は薄らいだものの，そ
れでも同等意識には程遠いものがあった．言い
換えれば，戦前の慈善（社会）事業をフィラン
ソロピーと呼ぶことは，事業の持つ半封建的な
特徴を曖昧にし，戦前の人権の発想を持たな
い，恩恵的な慈善や救済のあり方を隠蔽するだ
けでなく，近代的なシステムといった誤解をも
たらしかねない．
戦前日本の農村では地主と小作人は単なる経

済的関係ではなく，多かれ少なかれ上下関係が
あり，それを前提として災害時等には地主や地
主間の連携・協力による救助が行われていた．
無論，これに横の相互扶助関係も加わって，農
村では不十分なりにも生活のセーフティネット
ができ上がっていたが，それ以上に深刻であっ
たのは，農村から離れこうした網から外れて都
市に流出した者たちであった．都市は地縁関係
が希薄で，上下関係に基づく地主による救済す
ら殆ど見られず，農村から都市に流れ着いた社
会的弱者は最終的に行旅病人及行旅死亡人取扱
法に基づき府県が対応することも多く，いわば
地縁や社会階級を超えた救済の連帯は1920年
代まで希薄であったと言って良い．44） 
救済の連帯という視点で戦前日本を考える場

合，戦時には敵味方・身分等に関係なく救助に
努めた日本赤十字社の存在を看過することはで
きないであろう．ただ日赤が当初自社の使命と
して念頭に置いていたのは戦時救護であって，
平時の活動はあまり念頭に置いていなかった．
しかし濃尾地震の影響等もあり，1892年には
災害時の救護も戦時救護と並ぶ重要な活動と位
置付けられ，かつ戦時救護の目的で日清戦争以
後進められた看護婦養成も平時における医療整
備へとつながっていったのは確かである．45） 付
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言すると，明治の日赤活動を大きく支えたの
は，当時の皇后美

はる

子
こ

（昭憲皇太后）で，彼女の熱
心な活動ぶりは上流婦人のあり方を大きく変え
たとされている．46）

だがここで留意すべきなのは，こうした慈善
事業から階級を超えた社会的連帯の動きが出て
きた訳ではないという点である．それは大正デ
モクラシー期以降，不平等と闘う労働者や農民
が幅広く表れたことが契機であって，この時期
以降，上流階級の個人もしくは友好会的レベル
で行われていた慈善事業は，国や地方公共団体
の社会行政とタイアップする社会事業へと変貌
する．貧困・格差問題が個人的要因に帰せられ
るのでなく，社会に要因があると認識され始め
た点で慈善事業と社会事業の間では飛躍的な差
があったが，とはいえ，声を全く上げられない
社会的弱者は1931年まで旧態然とした恤救規
則の下で制限主義的な救済すら受けられない状
況に置かれていた．

1920年代から30年代にかけて，日本におい
ても社会階級を超えた連帯の動きがあり，たと
えば1932年に施行した救護法の成立には，地
域名望家たちを中心とした方面委員の団結と政
治的交渉を抜きにして語る訳にはいかな
い．47） しかし方面委員が実際に救済を行った
ケースを見ると，必ずしも社会的弱者の需要に
応えていたとは限らず，両者が同じ感覚で貧
困・生存の問題を捉えていたとは言えなかった
のも事実で，そこには家父長主義的な関係が見
られ，人間平等といった意識は希薄であっ
た．48） その関連で言えば，1920年代以降，東
京では特に関東大震災以降に盛んになった宗教
系および大学のセツルメント運動は，人間平等
観に基づき社会階級を超えた連帯や社会改良を
目指した点で画期的であったが，多くのセツル
メント運動は戦時体制下で潰えることになって
しまった．しかも戦時色が強まるにつれ，方面
委員の仕事も社会的連帯の方向でなく，軍事救
護に重きを置くようになったうえ，その活動自
体も町会や隣組に吸収されていくこととなっ
た．

要するに戦前日本では，米国のフィランソロ
ピーが本来の精神として持っている平等意識が
希薄であったばかりでなく，名望家と言われる
人々や企業家といった社会的強者以外は，血
縁・地縁を超えた形での公益活動に個人レベル
で従事することは少なく，その僅かな芽も戦時
体制下で摘み取られてしまったと考えられる．
そしてこれは戦後日本のフィランソロピーが財
団・企業を中心に展開される伏線にもなったと
言えよう．つまり戦前日本の慈善（社会）事業
はその背後にある思想も含め，フィランソロ
ピーとは社会的性格が似て非なるものなのであ
る．

（2）　戦後日本のフィランソロピーの変容
①戦前と戦後の連続性・断絶性
日本では戦前と戦後で公益活動をめぐる社会

経済的環境が大幅に変わったが，国民国家が継
続していた点では，前近代と近代の間よりは連
続性がある程度存在する．ただ戦後改革による
制度的変化と人々の意識の変容を考えると，断
絶面もまた大きいと言わねばなるまい．特に国
家による救済責任や「公私分離」の原則が日本
国憲法で定められ，かつ国家による所得再分配
が強まっただけでなく，貧窮下での平等化が進
んだ点でも戦後は戦前と決定的に異なる特徴を
持っている．いずれにせよ，ここでは連続面と
断絶面について整理を進めたい．

1.　戦前との連続性
戦前日本の場合，英国と違って国家による所

得再分配の欠陥をボランタリーな分野が担う傾
向があったが，戦時体制下においては国家によ
る所得再分配が強まり，逆にボランタリーな所
得再分配が規制され，1940年には法人税率も
2.5％から18％に引き上げられた．また福祉分
野をはじめ，公益活動が資金的にも制度的にも
官製化され始め，1938年4月に公布された社会
事業法では，地方長官が個別の社会事業経営に
深く介入する内容となっていた．そして戦時社
会事業の強化拡充に関する件（1943年3月17日　
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厚生省発生第37号，依命通牒）でも，方面委員を
動員して大政翼賛会や大日本産業報国会の活動
に協力する体制を作り，国民勤労精神の昂揚を
図るよう促した．戦時体制下で日本社会は国益
と公益の相違が殆ど見えないほど官民一体化が
進んだのである．戦後，GHQはその解体に躍
起になったが，方面委員制度が戦後民生委員制
度として再編されたことを見ても明らかなよう
に，官民一体化の実態は戦後も根強く続いた．
ちなみにGHQは社会福祉協議会の結成に熱心
であったが，これも結果的に福祉分野における
官民一体化につながり，戦後も行政や地縁を超
えた形でのフィランソロピーは活発化しなかっ
た．
これに加え，公益活動は戦前と同様，財団が

担うことが多く，特に戦後20年位はその傾向
が強かった．助成内容も奨学事業・研究，文
化・教育が多いことに変わりはなく，公益活動
自体が社会を抜本的に変える力を持たなかった
ことも戦前戦後一貫していた．

2.　戦前との断絶性
戦前と戦後は連続性を持つ反面，戦後改革に

よる民主化は公益活動のあり方を大きく変え
た．「公益国家独占主義」の視点で言えば，戦
前，国民は戦争等を通じて公益より国益を優先
する発想・行為を強制されただけでなく，特に
戦時体制下では，国益とは異なる公益を訴えて
きた者たち（労働・農民運動，婦人運動等の担い手
たち等）が官製国民運動に取り込まれてしまっ
たため，国益の下に公益があるといった発想あ
るいは両者を区別しない考え方は多くの国民が
ごく当然なものとして受けとめていた．
しかし戦後は，目に見える国家的圧力で「公
益国家独占主義」が遂行されることは殆どな
かった．その代わりに「公益国家独占主義」は
制度面で本格的に進められ，フィランソロピー
は実質官と結び付いたため，今度は逆に官の後
ろ楯のないそれは社会から信頼されない羽目に
なった．そのうえ，戦後，日本人は雇用確保と
賃金引上げといった企業への要求，政府への福

祉充実や環境問題改善要求というように，市場
と政府とは対峙することは多かったが，フィラ
ンソロピーには無関心で，「公益国家独占主義」
の変貌にも無自覚であった．もっともこのよう
な無関心・無自覚を変える契機となったのが阪
神淡路大震災であったが，それでも「公益国家
独占主義」は形を変えつつ，今なお厳然と日本
社会に存在し続けている．
戦前の「公益国家独占主義」と戦後が異なる

2点目は，皇室を軸とした家父長的家族主義は
思想的に残った部分があったにせよ，現実の資
金面では皇室からの福祉関連財団への下賜金が
なくなったため官との結びつきが一層強くな
り，財団等の活動から慈善の側面が払拭された
点である．戦前，福祉関連の公益活動を担って
いた団体は，戦後に官の補助を受けることが可
能な社会福祉法人へと再編され，公的性格を強
めたが，これは福祉従事者の視点から見れば，
仕事に専門性が求められる契機となった．付言
すれば，宗教団体等による福祉分野の公益活動
が戦後衰退するのも，こうした福祉の専門職化
と関係していた．49） 
換言すると，社会的弱者を扱う分野が国家や

地方公共団体，その配下にある社会福祉法人の
管轄とされたことで，戦後まもない時期の福祉
関連フィランソロピーは自発性・主体性を喪失
させ，活動が官製化したケースも多かった．実
際に戦前のセツルメント運動は戦後，公民館活
動と社会福祉協議会の活動に吸収されてしまっ
たが，この運動の衰退も宗教団体等による福祉
活動の停滞につながり，戦後日本におけるフィ
ランソロピーの無宗教化に拍車をかける一因と
なった．
そもそも福祉関連分野で国家や地方公共団体

の役割が強まったのは，日本国憲法89条によ
る「公私分離」の原則も当然影響していたが，
同時に財閥解体や農地改革をはじめとした所得
の再分配強化によって，個人単位で財団を設
立・維持できるほどの資産家が激減したことが
あった．戦前，助成財団の設立と言えば，オー
ナー企業家等の個人をイメージすることが多
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かったが，戦後，個人の顔が見えなくなったの
はそのためである．戦前，日本社会を覆ってい
た家父長的家族主義は，こうして皇室の側面だ
けでなく，資産家の側面からも実態を失って
いった．
戦後改革を通して進められた経済格差縮小に

加え，日本国憲法14条による法の下の平等，
25条における生存権保障，現行生活保護法で
一応救済される権利が保障されたことは，福祉
を受ける者への人格承認が進み，初めて救済さ
れる権利が認められたことを意味した．ただし
救済される権利を下からの力で獲得したのでな
く，与えられる形を取ったことで，受給側が当
初それほど強い権利意識を持ったとは思えない
し，供給側も受給側の権利を重視していたとは
必ずしも言えないが，供給側も名望家を中心と
した救済システムから専門家を軸とした救済シ
ステムへと変わったため，差別意識は戦前と比
較すれば希薄化していったと思われる．要する
に戦前の慈善（社会）事業の時代にはなかった
意識変化が双方にあったと言えよう．無論，前
述のように，未だに日本では救済される権利が
不完全であるし，ムラ意識的な差別観も残って
いるが，それでも戦前より戦後は，平等意識に
基づく米国のフィランソロピーが導入できる社
会的前提が出てきたと考えられる．実際に戦後
は1960年代位までフォード財団やアジア財団，
ロックフェラー財団が日本における研究・教育
等に莫大な援助を行い，その影響力は日本の政
府機関（経済企画庁，国税庁，文部省等）にまで浸
透したのである．50） 

②戦後日本におけるフィランソロピーの変質
1.　1940年代から60年代
【助成財団の状況】

2002年に活動していた公益法人のうち，1946
～55年に設立された法人は3,054（年平均305），
1956～65年3,234（年平均323）で，1999～2008年
の新設法人数1,490（年平均149）と比較した場
合，倍以上の公益法人が設立されていた．51） こ
れは戦後復興と高度成長で企業等が力を付け，

財団等の設立を通して社会貢献をしようとした
表れだったかも知れない．他方，前掲の勝又英
子の表では，1946～70年までに設立された助
成財団数は160，年平均6.4財団の設立であっ
たが，戦前（1890～1945年）の助成財団設立数が
52で，年平均1財団弱のペースであったことを
考えれば，助成財団の数量的発展が如何に著し
かったかが窺われる．ただ活動内容は前述した
ように戦前と同様，奨学事業・研究，文化・教
育のウェイトが高く，福祉の割合が下がったと
いう特徴がある．
戦前と異なるのは地域・公共，国際，環境分

野の台頭で，地域・公共は1946～55年，1971
～1975年の設立が，環境では1971～75年の設
立が目立ち，如何にも時代に呼応した動きを見
せていた．ちなみに地域・公共関連の助成財団
が台頭してくる1946～55年は，日本国憲法89
条の「公私分離」の原則に基づき，学校や福祉
関連団体が自分たちの組織を公共性あるものと
して公的支援を受けられるよう，学校法人や社
会福祉法人に転換していった時期であった．
89条は，民間の社会事業が国の社会福祉を補
塡することを容認すれば，GHQ三原則の一つ
である「救済費の非制限」に反する状態が生じ
かねず，国家の救済責任が果たされなくなる結
果，基本的人権や生存権が脅かされるという判
断もあって設けられたが，これによる福祉関連
団体や学校の社会福祉法人や学校法人への転換
は，フィランソロピーの視点から見れば，制度
的に「公益国家独占主義」が進められたことを
意味した．
また89条は国が公の支配に属さないボラン
タリー・セクターの資金分配と関係しないとし
ているが，逆に言えば，国が公の支配に属する
と判断した場合は資金分配に国が関与しても良
いと読める訳で，読み方によっては国家がボラ
ンタリーな資金配分に限定的ではあるが踏み込
む規定とも考えられる．少なくとも戦時体制以
前の戦前とは異なり，ボランタリー・セクター
が国の不十分な所得再分配状態を曲がりなりに
も補塡するのではなく，その逆を定めたという
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意味では，英国の社会的資金分配を想起させる
ところがあった．
そしてこうした内容の日本国憲法は，米国を

主体としたGHQによって骨子が作られ，戦後
改革の方向性を決定付けたことは言わずと知れ
た話であるが，助成財団の活動に関しても同様
で，戦後日本の財団を軸としたフィランソロ
ピー活動を考える際，米国の財団がもたらした
影響は多大であった．たとえば1952年の国際
文化会館の設立も，ロックフェラー財団の助成
なくしてはありえなかったことはよく知られて
いる．52） 1945～75年の間に米国の助成財団か
ら日本国内に直接助成された件数は約3,400
件，金額にして2,530万ドルで，1953年に18
万ドルであった助成は57年には10倍程度にな
り，1967年頃まで助成総額は150万ドル前後
であった．53） 68年以降助成は急減するが，そ
の理由としては，1. アジア財団からのCIA資金
の撤退2. ベトナム戦争や公民権運動等による国
内問題への対応3. 日本が世界第2位の経済大国
となったこと等が明らかにされている．54） こう
した米国の財団によるフィランソロピーが日本
の政府機関にまで及んでいたのは興味深いが，
これらの活動は特にアジア財団に典型的に見ら
れたように，本来の博愛主義的な公益活動と
いった意味ではなく，概して親米・反共体制を
日本で確立する政治的意味合いが強いもので
あった．55）

なお，米国の影響は，知的エリート層を対象
にしたフィランソロピーだけでなく，民間にお
ける地域福祉活動にも及んだ．その事例として
次は社会福祉協議会と民生委員制度に焦点を当
てる．

【社会福祉協議会と民生委員制度】
日本で社会福祉協議会が戦後結成される契機

となったのは，1949年11月，GHQから厚生
省に示された「社会福祉行政に関する六項目」
の中で同会を結成するように指示されたことが
大きい．その際にGHQが念頭に置いていたの
は，民間社会事業組織の再編とコミュニティ・

オーガニゼーションの導入であった．56） 
社会事業組織の再編について言えば，社会福

祉協議会の結成にはGHQだけでなく，戦後ま
もない時期に有力であった社会事業団体も積極
的であった．これは社会事業団体を束ねていた
日本社会事業協会と全日本民生委員連盟が日本
国憲法89条の「公私分離」の原則によって厚生
省からの補助金が事実上殆ど得られなくなり，
経済的に困窮していた一方，逆に同胞援護会は
資金的に規模が大きく，軍人援護や政府以上の
事業を行っているとGHQから警戒されたた
め，どの組織も単体では存続が危うい状況に置
かれていたことが大きい．57） そのため，1951
年1月にこれらの三団体が合併して（財）中央
社会福祉協議会が結成され，翌年には全国社会
福祉協議会となり，社会福祉の各分野が連携・
協力するシステムが成立した．端的に言えば，
上からの統合に民間団体が応じた訳で，後に社
会福祉協議会が官製的性格を持つ一因ともなっ
た．付言すると，中央社会福祉協議会は財団法
人として設立する際に（ただし1952年5月に社会

福祉法人に改組），三井報恩会・原田積善会・鉄
道弘済会等に基本金等の助成を求めており，社
会福祉協議会の出発には，戦前有力だった民間
助成財団の役割が不可欠であった．58） 
このように社会福祉団体の上部組織が積極的

に官の要請に応じて統合した経緯もあったた
め，施設関係者たちは社会福祉協議会を関係団
体の連絡調整役程度に考え，59） コミュニティ・
オーガニゼーションの導入を行う組織とは捉え
ていなかった．そもそもこの考え方は住民が主
体となり地域社会でその地域全体を組織化した
うえで福祉活動を行い，その地域の問題を解決
するといった発想で，この前提には民主主義や
自発的参加があった．しかし日本では町会や隣
組をはじめ国家的圧力の下での活動が主で，自
発的参加のセツルメント活動も戦時下で既に衰
退したため，こうした発想は根付きにくい状態
であった．
その関連で言えば，官製化されたボランティ

アと言うべき方面委員制度は，1946年9月の民
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生委員令によって民生委員制度に再編された．
実はGHQは方面委員制度に関して戦争遂行に
大きな力があったとして批判的で，公的福祉活
動からの全面撤退すら考え，一時期民生委員活
動は停止させられる羽目になったが，全日本民
生委員連盟の粘り強い交渉もあって，制度とし
て継続することが可能になった．もっともこう
したGHQの方針が反映されて，現行生活保護
法施行以降，民生委員は行政の直接の補助機関
でなく，行政の専門職に協力する協力機関とし
て位置付けられることを余儀なくされた．60）

以上の状況から看取できるのは，戦後日本に
おける福祉関連のフィランソロピーは，GHQ
が意図していたのとは対照的な形になり，かつ
制度的に官製化されたということである．社会
福祉協議会はその後も米国のコミュニティ・
オーガニゼーションを促すというよりは，行政
の下請化の傾向を強め，福祉関係者以外の者は
今でも社会福祉協議会を正式な行政機関と思い
込んでいることが少なくない．他方で，GHQ
が潰しにかかって民間人を福祉行政から遠ざけ
ようと試みた民生委員制度は，逆に地域におい
てコミュニティ・オーガニゼーションを多少な
りとも担う役割をしている．どちらにしても，
この状況下では個人の自由意思に基づくフィラ
ンソロピーは生まれにくかった訳で，まして財
閥解体や農地改革で篤志家の存在が殆ど消えて
しまった事態では，福祉以外の分野でも同様で
あった．結局，1940年代から60年代の日本で
は，フィランソロピーは助成財団等を中心に展
開せざるをえなかったのである．

2.  　1970年代以降の状況̶企業フィランソロ
ピーの台頭̶
1960年代半ば頃から企業は公害問題等で社
会的責任が問われつつあったが，その流れを受
け，1973年5月28日，経団連は第34回総会で
「福祉社会を支える経済とわれわれの責務」と
いった決議を採択し，企業の社会的責任を強調
した．そして同年8月，経団連は「企業の社会
的責任の実態調査」を会員企業を対象に行い，

その結果は，A.企業の社会的責任は本来安価
で良質な財・サービスを提供することである
が，物的要求がある程度満たされた現在，それ
だけでは済まない，B.企業も地域社会から恩恵
を受けている以上，還元する必要がある，C.
ただ政府や個人の責任の肩代わりを求める傾向
は困る，政府，企業，個人の責任範囲を明確に
すべきであるといった内容であった．61） このア
ンケート結果は，現在の企業フィランソロピー
を考えるうえでも重要な視点が打ち出されてい
るが，特にCについては未だに明確化できてい
ないと言えよう．いずれにせよ，その翌年の
1974年には経団連の一部メンバー（関成一等）
が米国カナダフィランソロピーミッションに参
加する等，財界をあげて日本におけるフィラン
ソロピーの発展の手掛かりを探し始めた．
また本格的な企業フィランソロピーの登場に

ついては，1985年のプラザ合意以降，日本企
業の進出が米国で非難され，企業イメージを悪
くしないために地元貢献をせざるをえなくなっ
たことが契機であったという説もあり，62） 1990
年の経団連の1％クラブの創設や（社）企業メセ
ナ協議会の設立を以てフィランソロピー元年と
言われることも多い．つまり財界上層部が音頭
を取ったことで，企業フィランソロピーが本格
化したというのが通説である．
しかし本当のところ，企業フィランソロピー

は財界上層部からの要請で各企業が動いたとい
うよりは，各企業の主体性が先んじていたと推
察できる．西村勝弘編『「企業の社会貢献」資料
集〔1980年版〕』，（株）産研，1980年から各企
業の社会貢献の内容を整理したのが第3表であ
るが，これを見ると，経団連が決議までして社
会貢献の重要性を訴えた1973年より前の1972
年に急増したこと，1960年代半ばから社会貢
献内容は財団設立のみならず，企業による活動
助成や献血ボランティア等，多岐にわたるよう
になり，財団設立の形を取らない社会貢献の方
が次第に多数派になってきたことが判る．要す
るに企業は経団連から言われる以前に社会的責
任を考え，63） 大規模な資金が必要な財団設立で
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はなく，手近にできることからフィランソロ
ピーに取り組み始めていた訳で，1971年のド
ル・ショックによる経済不安も一因ではなかっ
たかと思われる．
ただそうは言っても，企業フィランソロピー

が財界のみならず，「市民」活動家や研究者た
ち，世間から注目を集めるようになるのは，や
はり1990年代であった．企業が公害問題等に
対する贖罪もあって60年代半ば頃から地道に
行ってきた活動は，90年代に新保守主義を担

う識者たちによって，あたかも社会全体に変革
をもたらす活動のように持ち上げられ，過大評
価のうえで再登場させられたのである．前述し
たように，財団によるフィランソロピーと比
べ，企業のそれは助成規模も大きかったから，
尚更であった．
だが繰り返し述べて来たように，フィランソ

ロピーは2000年代に入って急速に識者たちの
関心から外れてしまった．それは既述のような
フィランソロピー活動が持つ限界性が顕在化

第3表　企業の社会貢献の開始年次と活動形態

年次 財団
協会・振興会・
委員会

研究会（所）・
クラブ

ボランティア 
活動

イベント
企業の助成・
寄付・招聘

学校等の 
施設建設

その他 合計

戦前 12 5 2 11 30
1945 0
1946 1 1 2
1947 1 1
1948 1 1
1949 1 1 1 3
1950 1 2 3
1951 1 1
1952 1 1
1953 3 3
1954 1 1 2
1955 1 1 1 3
1956 1 1 1 2 5
1957 5 5
1958 0
1959 4 4
1960 4 1 5
1961 4 3 7
1962 5 1 6
1963 5 2 1 2 1 11
1964 6 1 1 1 1 10
1965 5 2 1 3 1 12
1966 5 1 3 1 1 2 13
1967 4 2 2 2 10
1968 2 2 3 1 2 10
1969 7 1 2 2 12
1970 6 1 1 1 1 1 3 14
1971 6 1 1 2 1 1 1 13
1972 9 1 3 3 3 7 3 29
1973 10 1 1 1 4 2 1 4 24
1974 5 2 1 6 2 16
1975 4 1 5 1 11
1976 3 1 1 3 2 10
1977 5 5 2 5 2 1 20
1978 2 2 2 6
1979 4 1 2 5 4 1 17

131 7 17 33 38 35 43 16 320

（資料）西村勝弘編『「企業の社会貢献」資料集（1980年版）』1980年，（株）産研より作成．
（注）(1) たとえば財団で研究所といった組織は財団に分類してある．

(2) 財団は組織結成時の年次を採用．
(3) 開始年次が不明なものは統計に含めていない．
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し，企業をはじめとするフィランソロピー活動
が90年代と同様にある程度行われていても，
格差拡大をはじめ，結局社会の閉塞状況の打破
につながらなかったためであろう．確かに現在
の日本において，国家権力が介入しにくい公益
活動を行うには，それなりに経済力があり有能
な人材も集中している企業が適当なのかも知れ
ない．とは言え，1973年の「企業の社会的責任
の実態調査」がいみじくも語っているように，
企業に過度な期待をするのは問題で，そもそも
長年にわたり国家・個人・企業・非営利組織等
の役割分業を多くの者があまり意識せず，事を
済ませてきてしまった社会的風潮こそ，現代社
会の閉塞感の一因として問われるべきであろ
う．言うなれば，フィランソロピーのあり方を
考える際に公共に関わる問題に触れない訳には
いかないのである．そこで最後にフィランソロ
ピーの視点から日本の公共について考えたい．

お わ り に̶フィランソロピーの 
限界性と公共をめぐる問題̶

日本でフィランソロピーが世間から耳目を集
めた1990年代は，社会主義崩壊やバブル崩壊
も相俟って国家的公共のあり方が問われ，イン
ターネットの急速な普及もあって，新しい公共
が模索され始めた時代であった．さらに福祉分
野では地域におけるコミュニティ・ケアが重視
され，生活圏を軸とした地域的公共が再考され
ていたものの，高齢化が進む中で，限界集落の
顕在化等，その限界性が明確になったのもこの
時期であった．恐らく90年代にフィランソロ
ピーは，国家的公共や地域的公共が孕む限界性
を何らかの形で打破する力を持つと期待され，
いわば「市民的公共」の構築に貢献すると思わ
れていたのであろう．だがフィランソロピー
は，こうした新しい公共を紡ぐことはできず，
「公益国家独占主義」を打破するだけの力も持
ちえずして，ソーシャル・ビジネスとの競合に
曝される等，市場経済の側面から見て経済的脆
弱性を孕んでいることは前述の通りである．

そして少なくとも日本の近現代史において，
フィランソロピーは国家権力や市場原理による
圧力に対抗するだけの力を持ったことはなかっ
たし，せいぜいこれらが果たし得ない役割を多
少補塡するに留まっていた．ちなみに歴史的に
見た場合，企業家たちによる社会事業が世間で
注目されたのは，社会不安が高まりつつあった
時期（1920年代～30年代初期）であり，戦後も
フィランソロピーがある種のブームとなるの
は，1990年代以降というように，いわばフィ
ランソロピーが注目を集めるのは，①政府機能
への不信感が高まる時②経済格差の広がりが目
に見えて明らかになり，その問題が社会で顕在
化する時期であった．しかしフィランソロピー
が社会全体の不平等の是正にさほど貢献がな
かったことは，戦前も1990年代以降も同様で
あった．つまり歴史的視点から見ても市場原理
から考えても，64） フィランソロピーに新しい社
会改革の息吹を求めることは酷なのである．
現に林雄二郎も批判したように，65） 日本国憲

法89条に反して多くのNPOが公的資金を当て
にしている現況は，「市民的公共」の担い手た
ちすら官が公を吞み込む状況を容認しているこ
とを表している．これでは企業や財団のフィラ
ンソロピーのみならず，「市民公益活動」の未
来も明るいとは言えまい．無論，現在のフィラ
ンソロピーの賛同者は，国益＝公益といった考
え方自体には反対することが多いが，NPOの
行政の下請化は，公益の確立よりも当座の国益
に一役買う形になっており，国の方針に流され
て「市民」の志を犠牲にしている点では戦前と
似ているとも言える．それと関連して言えば，
フィランソロピーを唱道する学者たちは国家負
担による公的サービスよりも民間非営利の活動
の重要性を訴える点で，国益と公益の相違を認
識しているように見えるが，実は政府の財政縮
減に思想的に一役買っている点では国益の方向
で動いており，いわば「公益国家独占主義」の
呪縛から自由でないという意味では戦前の篤志
家たちの思考と変わらないところがある．
また本来博愛主義に基づく思想・行動とされ
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るフィランソロピーは，政府や市場と対峙し
て，人間のあるべき姿を社会的に実現すると
いった意味を持っていたはずだが，政府と市場
が強力であるだけでなく，世俗的な宗教的精神
しか持たない人々が多い日本においては，財団
や企業に依存するばかりの貧弱な形でしか展開
しえなかった．そもそも米国において官と私の
間に，公をつくるうえで重要な一要素は教会活
動であるが，日本では特に戦後，宗教団体が福
祉活動を停滞させたことに象徴されるように，
これらが旧来の共同体に代わる公を築くほどの
力は持ちえていない．つまり今後，日本におい
てフィランソロピー活動を制約する制度的問題
が解決したとしても，さらに一部の「市民」が
こうした活動の必要性を社会に強く訴えて「市
民的公共」の構築を唱えたとしても，フィラン
ソロピーは，本来の精神から離れ，政治・経済
の力に振り回される形でしか展開しえないので
はないかと，いささか懐疑的に思えてならない
のである．

1）　今回，本稿で原語の発音に近いフィランスロ
ピーをあえて使わず，フィランソロピーで統一し
たのは，辞書での表記ではフィランソロピーが殆
どで，【フィランスロピーとも】というようにフィ
ランスロピーは副次的に書かれていること，さら
に現状分析研究者の言葉の使い方を扱うため，彼
らが多く使うフィランソロピーの方を使わざるを
えなかったためである．

2）　これは国家も国民も公益を事実上国益と見な
し，国家が公益を事実上管理している状態を国民
も容認することで，法学者の星野英一が唱えた考
え方である．星野のこうした思考は，（財）公益
法人協会理事長（2002年当時）であった太田達男
との対談（「新しい公益法人制度のイメージ
（中）̶ 受託者責任，公益の第三者認定̶」『公益
法人』2002年10月号，（財）公益法人協会）にわか
りやすく示されている．

3）　林雄二郎「なぜ今フィランソロピーか？」林雄
二郎・今田忠編『フィランソロピーの思想　NPO
とボランティア』日本経済評論社，1999年，p. 4.

4）　高島博『地域づくりの文化創造力　日本型
フィランソロピーの活用』JDC出版，1999年，

p. 196.
5）　4）のp. 200では，市民公益活動を支援するた
めのボランティア活動をフィランソロピーとする
一方，企業者による公共的インフラ整備もフィラ
ンソロピーとしている．

6）　利用した辞書は，1981年初版第3刷の『国語
大辞典』（小学館），1985年初版の『現代実用外来
語辞典』（ぎょうせい），1987年第5版の『外国か
らきた新語辞典』（集英社），1988年第2版第1刷
の『日本語になった外国語辞典』（集英社）であ
る．

7）　拙稿「日本̶フィランスロピー研究における
現状分析と歴史研究の課題」『大原社会問題研究
所雑誌』638号，2011年2月，法政大学大原社会
問題研究所．

8）　7）では，フィランソロピー研究が1996年～
2000年頃をピークに急減したことを明らかにし
た．

9）　今瀬政司『地域主権時代の新しい公共　希望
を拓くNPOと自治・協働改革』学芸出版社，
2011年，p. 18，pp. 82–87．

10）　9）のp. 55でも，利益追求の企業活動を副次
的に補完するものとして企業がCSRを捉える傾
向があることが指摘されている．

11）　http://www.keidanren.or.jp/japanese/poli-
cy/2010/095/kekka.pdf，2012年1月4日閲覧．こ
の調査における「社会貢献行動支出額」は，各種
寄付（金銭寄付，現物寄付，施設開放，従業員派
遣等の各項目を金額換算したものの合計），自主
プログラム（各社が独自に，またはNPO等の協
働等により実施した社会貢献プログラム）に関す
る支出，災害被災地支援関連支出の合計である．

12）　厚生労働省の「平成19年就労条件総合調査結
果の概況」（http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/
roudou/jikan/syurou/07/3a.html，2012年1月9
日閲覧）によれば，企業全体でボランティア休暇
を認めていたのは2.6％に過ぎず，1,000人以上の
大企業でも17.7％であった．さらに「日本の人事
部」（http://jinjibu.jp/keyword/detl/410/，2012年
1月4日閲覧）を見ると，2007年に連合総合生活
開発研究所が首都圏と関西圏の民間企業に勤める
20歳代～50歳代を対象に調査した結果，ボラン
ティア休暇を導入している企業に勤めている者の
うち実際にその制度を利用したのは38.8％で，成
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果主義が強い会社であるほど，社員が利用を控え
ている傾向があった．

13）「1％（ワンパーセント）クラブのご紹介」（http://
www.keidanren.or.jp/japanese/profile/1p-club/
outline.html，2012年1月9日閲覧）および「活動
状況【2004年12月～2008年11月】」（http://www.
keidanren.or.jp/japanese/profile/1p-club/activity.
html，2012年1月9日閲覧）を参照．ただし経団
連が発行している『経済Trend』の2010年4月号
に掲載された佐藤正敏「20周年を迎えた1％（ワ
ンパーセント）クラブ」では阪神淡路大震災の際
に1％クラブの関係者がNPO関係者とのネット
ワークを強化し，NPO法成立を後押ししたこと
が触れられている．

14）　2008年度の財団の状況については（財）助成財
団センター「日本の助成財団の現状」（http://
www.jfc.or.jp/bunseki/research2009.pdf，2012年
1月2日閲覧）を参照．

15）『平成19年版　国民生活白書』資料編5. NPO
（http://www5.cao.go.jp/seikatsu/whitepaper/

h19/01_honpen/html/07sh_dat0501.html，2012
年1月5日閲覧）によれば，特定非営利活動法人
の財政規模で3,000万円以上だったのは12.3％で
あった．

16）　山本正「アメリカのフィランソロピーと日本
の戦後」山本正編『戦後日米関係とフィランソロ
ピー　民間財団が果たした役割　1945～1975年』
ミネルヴァ書房，2008年，p. 13．

17）　山岡義典「斎藤善右衛門と斎藤報恩会」川添
登・山岡義典編『日本の企業家と社会文化事業』
東洋経済新報社，1987年，p. 67．

18）　三浦典子『企業の社会貢献とコミュニティ』ミ
ネルヴァ書房，2004年，pp. 128–131．

19）　小崎亜依子「社会貢献活動における効果検証
の 重 要 性」（2008年4月8日 付，http://www.jri.
co.jp/page.jsp?id=6837，2012年1月3日閲覧）に
よれば，社会貢献活動の検証結果を時期の活動に
反映させるとする企業は，全体の40.2％に過ぎ
ず，半数以上の企業が検証を行っていなかった．
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